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児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶
養
手
当

を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
申
請
が
必
要
で

す
。

　
該
当
さ
れ
る
方
で
、
申
請
さ
れ
て
い
な

い
場
合
は
、
子
育
て
支
援
課
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
児
童
扶
養
手
当

【
支
給
対
象
者
】

　
離
婚
な
ど
に
よ
り
、
父
親
と
生
計
を
同

じ
く
し
て
い
な
い

１８
歳
以
下
（

１８
歳
に
な

る
年
度
末
ま
で
）
の
児
童
、
ま
た
は

２０
歳

未
満
で
心
身
に
中
度
以
上
（
特
別
児
童
扶

養
手
当
２
級
と
同
程
度
以
上
）
の
障
害
を

も
つ
児
童
を
養
育
さ
れ
て
い
る
母
、
ま
た

は
母
に
か
わ
っ
て
児
童
を
養
育
さ
れ
て
い

る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
父
が
極
め
て
重
度
の
障
害
が
あ

る
家
庭
の
母
も
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

【
支
給
額
】

◇
全
部
支
給
＝
月
額
４
万
１，
７
２
０
円

◇
一
部
支
給
＝
月
額
４
万
１，
７
１
０
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〜
９，
８
５
０
円

※
右
の
金
額
は
対
象
児
童
が
１
人
の
場
合

　
の
手
当
額
で
す
。
対
象
児
童
が
２
人
の

　
場
合
は
、
右
の
金
額
に
５，
０
０
０
円

　
の
加
算
、
３
人
目
以
降
は
さ
ら
に
３，

　
０
０
０
円
ず
つ
加
算
さ
れ
ま
す
。

■
特
別
児
童
扶
養
手
当

【
支
給
対
象
者
】

　
身
体
ま
た
は
精
神
に
障
害
の
あ
る

２０
歳

未
満
の
児
童
を
養
育
さ
れ
て
い
る
父
も
し

く
は
母
、
ま
た
は
父
母
に
か
わ
っ
て
児
童

を
養
育
さ
れ
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

【
支
給
額
】

◇
１
級
該
当
児
童
＝
月
額
５
万
７
５
０
円

◇
２
級
該
当
児
童
＝
月
額
３
万
３，
８
０
０
円

※
各
手
当
と
も
、
前
年
の
所
得
が
所
得
制

　
限
の
限
度
額
を
超
え
て
い
る
場
合
は
、

　
手
当
の
支
給
が
停
止
さ
れ
ま
す
。

※
手
当
の
月
額
は
、
物
価
変
動
等
の
要
因

　
に
よ
り
改
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
支
給
制
限
が
あ
り

　
ま
す
の
で
、
く
わ
し
く
は
お
問
い
合
わ

　
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　
福
祉
部
子
育
て
支
援
課
（
社
庁
舎
）

　
　
４
３
・
０
４
０
８

納期限の変更
　平成２２年度から、軽自動車税の納期限が４月３０日
から５月３１日となり、口座振替日も５月３１日となります。
　なお、納期限が土･日･祝日の場合は、翌日が納期
限となります。
納税通知書の発送時期
　納期限の変更に伴い、納税通知書は５月中旬の発
送になります。
平成２１年度の軽自動車税納税証明書（継続検査用）
　納税証明書には、有効期限が「平成２２年４月２９日」
と記載されていますが、納期の変更に伴い「平成２２
年５月３０日」までそのままご利用いただけます。
賦課期日（軽自動車税の課税基準日）は従来どおり
４月１日です
　毎年４月１日現在で登録されている軽自動車等の
所有者に対して、軽自動車税は賦課されます。
軽自動車税のコンビニ収納
　平成２２年度から、軽自動車税に限りコンビニエン
スストアでも納付できるようになりましたので、ぜ
ひご利用ください。

問い合わせ　総務部税務課（社庁舎）　 ４３－０３９６

　障害者手帳をお持ちの方が所有され、ご本人また
は生計を同じくするご家族が運転される軽自動車に
ついては、軽自動車税が減免される制度があります。
　継続して該当される方には通知をお送りしていま
すが、新規に該当される方は、税務課までお問い合
わせください。
※普通自動車ですでに減免を受けられている方は対
　象外となります。

問い合わせ　総務部税務課（社庁舎）   ４３－０３９６

縦 覧 期 間　４月１日（木）～５月３１日（月）
　 　 　 　 　（土・日・祝日は除く）
縦 覧 時 間　８：３０～１７：１５
縦 覧 場 所　総務部税務課（社庁舎）および滝野・
　　　　　　東条窓口センター

問い合わせ　総務部税務課（社庁舎）　 ４３－０３９５

軽自動車税の納期が5月末に変わります 軽自動車税の減免について

平成 22 年度固定資産（土地･家屋） 
価格などの縦覧


